
Pokémon GO利用者の方々へ

「ながらスマホ」の危険性

防波堤からの海中転落

「立入禁止」区域への侵入の禁止

船舶の衝突・乗揚

船舶操船時のスマホ操作は、見張りが疎かになり、衝突・乗

揚の危険性が高まります。

過去、操船中の携帯電話等の注視による、見張り不十分を原

因とした、衝突・乗揚事故が発生しています。

防波堤は足場が悪く、狭い場所も多いため、防波堤歩行時の

スマホ操作は、注意が散漫となり、海中転落の危険性が高ま

ります。

ルールを守り、海上での事故等に注意しましょう！

防波堤、海上においても「ながらスマホ」は大変危険です。

スマホ操作時は、一旦立ち止まり又は停船し周囲の状況を確認しましょう。

「Pokémon GO」は、ゲームに夢中になりやすく、防波
堤や海上等でのプレイにあたっては、特に次の点に注意が
必要です。

海上保安庁が管理する施設（巡視船艇、灯台等）は、原則として

「立入禁止」となっています。

「Pokémon GO」のプレイを目的とした

「立入禁止」区域内への立入は絶対にしないで下さい。 立入禁止

平成28年８月

【「Pokémon GO」プレイ中に発生した事故事例】
8月9日、居酒屋で飲酒後、鹿児島港障子川の河口に来ていた男性が、

「Pokémon GO」ゲーム中に岸壁から転落し、意識不明の状態となり
後遺症（障害）を免れない重大事故が発生しました。

海の安全情報スマートフォン用サイト→
（こちらから登録して下さい）

海の安全情報メール配信サービス →

（空メールを送信して登録して下さい）

LINK

平成28年度安全対策推進ネットワーク通信第２０号

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

